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〇謝金の支出基準について 

謝金単価について内規等による定めがない場合、下表に定める標準単価（時間単価は消費

税・地方消費税抜の額）により支出することとします。【「消費税・地方消費税込み」で補助

対象経費を計上する事業者の場合は、表の金額に消費税・地方消費税相当額を加えた金額が

謝金単価】 

 

標準単価 分野別職位等 

区分 

時間単価 

(消費税・ 

地方消費 

税抜の額) 

大学の職位 
大学の職位にある

者の平均勤続年数 
民間 地方公共団体等 

① 11,300 大学学長級 

17 年以上 

会長・社長・役

員級 
知事・市町村長 ② 9,700 大学副学長級 

③ 8,700 大学学部長級 

④ 7,900 大学教授級１ 工場長級 部長級 

⑤ 7,000 大学教授級 2 

12 年以上 

部長級 － 

⑥ 6,100 大学准教授級 課長級 課長級 

⑦ 5,100 大学講師級 

12 年未満 

課長代理級 室長級 

⑧ 4,600 大学助教・助手級 係長・主任級 課長補佐級 

⑨ 3,600 大学助手級以下１ 12 年未満 係員 1 課員 1 

⑩ 2,600 大学助手級以下 2 8 年未満 係員 2 課員 2 

⑪ 1,600 大学助手級以下 3 4 年未満 係員 3 課員 3 

 



〇賃上げ加点における「事業場内最低賃金」の算出方法について 

 補助事業完了から１年後、事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）を「地域別最低賃金

＋３０円（又は＋６０円）」以上の水準にする計画を有し、従業員に表明することで賃上げ加点を申

請する際の「事業場内最低賃金」の定義、「最低賃金」の概念及び算出方法は、以下をご確認くだ

さい。 

【参考】「事業場内最低賃金」の算定方法： 

 

●「事業場内最低賃金」とは、事業者（企業）のそれぞれの事業場（店舗等）における、

パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金です。 

 

●「最低賃金」の概念は、時間単価ですので、年俸制、月給制、歩合給制等の場合は、

次のような考え方で時間換算額を算出する必要があります。 

 ＊なお、「所定労働日数」「所定労働時間数」は、就業規則や労働契約に定められた、

休日勤務や時間外労働を除く日数・時間数です。 

 ①年俸制の場合： 

時間換算額 

＝年俸総額÷１年間の所定労働時間数（所定労働日数×１日の所定労働時間数） 

 ②月給制の場合：  

  時間換算額＝直近の給与支払時における月給（次項で構成要素に算入されるもの 

        のみ）÷１か月平均所定労働時間数 

③日給制の場合： 

  時間換算額＝直近の給与支払時における日給（次項で構成要素に算入されるもの 

のみ）÷１日の所定労働時間数 

 ＊歩合給（インセンティブ給）の適用がある場合の、歩合給部分の時間換算額の算定 

方法： 

   ⇒歩合給については、１年間（１２か月分）の歩合給の平均時間単価を算出 

    （雇入れ後１年未満の場合は、雇用されてからの期間で算出） 

   ⇒固定給との併用の場合、通常の方法で算出した固定給の「時間給または時間 

換算額」に、上記による歩合給の時間単価を合算 

 

●「時間給または時間換算額」の構成要素は、以下のとおりです。 

 （算入されるもの） 

基本給、役職手当・職務手当等（算入されないものを除くすべての諸手当） 

 （算入されないもの＜限定列挙＞） 

  賞与、時間外勤務手当・休日出勤手当・深夜勤務手当、通勤手当、家族手当、精皆 

勤手当、臨時の賃金（結婚祝賀金等） 

 



〇消費税等仕入控除税額について 

税制上、補助金は消費税（地方消費税を含む。以下同）の課税対象となる売上収入ではな

く、特定収入となるため、事業者に消費税を含む補助金が交付された場合、補助金として受

けた消費税も事業者の売上げにともなう預かり消費税の対象にはなりません。 

補助事業に係る課税仕入れにともない、還付金が発生することとなるため、この還付と補

助金交付が二重にならないよう、原則として予め補助対象経費から消費税額を減額してお

くこととします。 

ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障をきたす恐れがある

ため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 

① 消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

② 免税事業者である補助事業者 

③ 簡易課税事業者である補助事業者 

 

〇中小企業の会計に関する基本要領等について 

中小企業の会計に関する基本要領（中小会計要領）は、中小企業の多様な実態に配慮し、

その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、参照するための

会計処理や注記等を示したものです。 

また、中小企業の会計に関する指針（中小指針）は、会計専門家が役員に入っている会計

参与設置会社が拠ることが適当とされているように、一定の水準を保った会計処理を示し

たものです。 

※詳細については、中小企業庁ホームページを参照ください。 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm 

 

〇地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ：リーサス）について 

地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ：リーサス）は、地方創生の様々な取組を情報面から

支援するために、経済産業省と内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局）が提供して

います。 

自治体職員の方や、地域の活性化に関心を持つ様々な分野の方によって、効果的な施策の

立案・実行・検証のためなどに広く利用されています。経営計画の作成時などに、適宜ご活

用ください。 

※詳細については、政府の専用ホームページをご参照ください。 

https://resas.go.jp/ 

また、新型コロナウイルス感染症が地域経済に与える影響を可視化するため、内閣府地方

創生推進室と内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局）が、データを提供しておりま

す（Ⅴ－ＲＥＳＡＳ）。こちらも適宜ご活用ください。 

https://v-resas.go.jp/ 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm
https://resas.go.jp/
https://v-resas.go.jp/


 

〇収益納付について 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業（補助金

の交付を受けて行う事業）の結果により収益（収入から経費を引いた額）が生じた場合には、

補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただ

く場合があります（これを「収益納付」と言います）。 

本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交

付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。 

なお、ここで言う「補助金により直接生じた収益」は、以下のようなケースを想定してい

ます。 

＜補助金により直接収益が生じる（⇒交付すべき補助金から減額する）ケースの例＞ 

（１）補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益（機

械装置等費等が補助対象の場合） 

（２）補助金を使って構築した自社のネットショップ（買い物カゴ、決済機能の付加）の活

用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利

益（広報費が補助対象の場合） 

（３）補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益（展示会等出展費

等が補助対象の場合） 

（４）補助金を使って開発した商品の販売による利益（開発費等が補助対象の場合） 

（５）販売促進のための商品ＰＲセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参

加費収入（借料等が補助対象の場合） 

 

上にあるケースのような補助事業を行う場合は、「（様式第 1）小規模事業者持続化補助金

交付申請書」にある「５．補助事業に関して生ずる収入金に関する事項」は「あり」と回答

のうえ、収入金に関する事項として「参加者から徴収する参加費収入」、「展示販売会での販

売による利益」等と簡潔にご記入ください。 

なお、「商品の生産やサービスの提供に直接関わりをもたない備品の購入」、「チラシの作

成や配布」、「ホームページの作成・改良（ネットショップ構築を除く）」、「広告の掲載」、「店

舗改装」などは、収益との因果関係が必ずしも明確でないため、ここでいう「補助金により

直接生じた収益」には該当しないと考えます。また、「設備処分費」の支出は、廃棄または

所有者への返還を前提とした経費支出のため、「補助金により直接生じた収益」には該当し

ません。 

 


